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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第27期中 第28期中 第29期中 第27期 第28期

会計期間

自 平成17年
４月１日

至 平成17年
９月30日

自 平成18年
４月１日

至 平成18年
９月30日

自 平成19年
４月１日

至 平成19年
９月30日

自 平成17年
４月１日

至 平成18年
３月31日

自 平成18年
４月１日

至 平成19年
３月31日

売上高 (千円) 3,992,306 3,828,261 4,141,386 7,465,442 7,580,310

経常利益 (千円) 303,467 232,216 216,964 398,580 371,158

中間(当期)純利益 (千円) 114,244 137,479 199,414 118,521 68,527

純資産額 (千円) 4,479,397 4,754,058 4,744,827 4,489,579 4,621,772

総資産額 (千円) 9,005,132 9,846,198 10,010,860 8,068,817 8,372,685

１株当たり純資産額  (円) 951.85 1,010.21 1,008.25 954.01 982.10

１株当たり中間 
(当期)純利益

 (円) 24.28 29.21 42.37 25.19 14.56

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

 (円) ― ─ ─ ─ ─

自己資本比率  (％) 49.7 48.3 47.4 55.6 55.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △453,563 △356,442 △324,072 393,415 290,901

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △108,968 △293,130 △496,897 △287,741 △192,324

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 230,332 601,503 758,664 △245,310 △145,533

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 417,293 564,739 503,027 611,420 565,404

従業員数 
(ほか、 
平均臨時雇用者数)

 (名)
194
(21)

191
(22)

188
( 7)

187
(24)

193
(19)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第27期中 第28期中 第29期中 第27期 第28期

会計期間

自 平成17年
４月１日

至 平成17年
９月30日

自 平成18年
４月１日

至 平成18年
９月30日

自 平成19年
４月１日

至 平成19年
９月30日

自 平成17年
４月１日

至 平成18年
３月31日

自 平成18年
４月１日

至 平成19年
３月31日

売上高 (千円) 3,961,570 3,817,797 4,141,386 7,398,551 7,567,233

経常利益 (千円) 266,444 256,883 216,964 413,473 316,064

中間(当期)純利益 (千円) 80,585 226,381 199,414 147,047 104,310

資本金 (千円) 603,900 603,900 603,900 603,900 603,900

発行済株式総数  (株) 4,746,000 4,746,000 4,746,000 4,746,000 4,746,000

純資産額 (千円) 4,308,545 4,735,108 4,744,827 4,396,217 4,621,772

総資産額 (千円) 8,819,087 9,825,976 10,010,860 7,972,317 8,372,685

１株当たり純資産額  (円) 915.54 1,006.19 1,008.25 934.17 982.10

１株当たり 
中間(当期)純利益

 (円) 17.12 48.10 42.37 31.25 22.17

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

 (円) ― ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額  (円) ― ─ ─ 8.00 8.00

自己資本比率  (％) 48.9 48.2 47.4 55.1 55.2

従業員数
(ほか、
平均臨時雇用者数)

 (名)
188
(18)

190
(21)

188
( 7)

186
(20)

193
(19)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ。）が営む事業の内容

について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

除外 

主にクルマエビ養殖の生産販売を行っておりましたQUEENSLAND PRAWN FARM PTY.LTD.（連結子会社）

は、平成19年５月13日付けで清算結了いたしました。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、( )書きは外書きで臨時従業員数の当中間連結会計期間の平均雇用人員を記

載しております。 

   ２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、( )書き

は外書きで臨時従業員数の当中間会計期間の平均雇用人員を記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループにおいては、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しておりま

す。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

水産事業 102( 2)

食品事業 70( 5)

全社(共通) 16(─)

合計 188( 7)

従業員数(名) 188( 7)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績  

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出は一時的に減速しましたが、新興国の高成績に支え

られ欧州及びアジア向けの輸出が持ち直し、潜在的な設備投資意欲は引き続き根強く、大企業や輸出企

業主体の収益拡大によって景気は緩やかに拡大を続けています。個人消費は、所得回復が鈍いなか、住

民税負担の増加、年金問題による将来への不安、ガソリン価格の高騰で消費者マインドを悪化させたほ

か、梅雨明けの遅れや台風など天候の影響も受けて購買意欲は高まらず、個人消費は低い伸びに止まっ

ています。 

当社が関係する飼料業界や食品業界では、新興国の需要拡大による飼料原料の高騰、バイオ燃料転用

による穀物価格の上昇、原油高による資材及び輸送コストの上昇など、原価は急激に上昇しているもの

の、消費が低い伸びを示していることから小売価格はわずかに上向いた程度で原価上昇分の一部しか転

嫁できていない状況にあります。 

このような状況のなか、当社は、高騰した原料に代わる代替原料への転換及び配合組成の変更や各種

添加物による飼料の性能試験、海外市場を見据えたブラックタイガー用配合飼料の開発など、新商品開

発や原価高騰抑制及び性能アップの研究開発活動を行い、品質及び生産効率アップの設備投資を行い、

受託生産の拡大と新規顧客の獲得及び新商品の拡販に努めてまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は41億41百万円（前年同期比8.2％増）、営業利益

は１億86百万円（前年同期比21.2％減）、経常利益は２億16百万円（前年同期比6.6％減）、中間純利

益は１億99百万円（前年同期比45.1％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

① 水産事業 

クルマエビ飼料類は、稚エビの不作や魚病被害の多発、養殖廃業又は休止、その他養殖生産規模縮

減により販売量が減少し、ハマチやマダイなどの魚類飼料は、受託生産販売の拡大、新規顧客の獲得

及び既存顧客のシェア拡大により好調に推移しました。 

その結果、水産事業の売上高は35億円（前年同期比21.4％増）となりました。 

  

② 食品事業 

即席麺類は、「即席鹿児島ラーメン亭」、「長崎即席ちゃんぽん」の新商品を投入し、新規顧客を

獲得するなど拡販に努めてまいりましたが、受託生産解消の影響で大きく販売額は減少しました。 

乾麺・つゆ類は、梅雨明けの遅れや７月の相次ぐ台風などにより消費が伸び悩み、その他麺類は価

格競争で業務用商材が落ち込みました。 

その結果、食品事業の売上高は６億40百万円(前年同期比32.2％減)となりました。 

  



(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と

比べ62百万円（11.0％減）減少し、当中間連結会計期間末における残高は５億３百万円となりました。

各活動におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における営業活動によって支出した資金は、前中間連結会計期間と比べ32百万

円（9.1％減）減少し、３億24百万円の支出となりました。 

当中間連結会計期間の税金等調整前中間純利益３億17百万円に対し、主な増加要因として仕入債務

が６億59百万円増加しております。一方、主な減少要因として、売上債権が10億85百万円増加してい

るほか、たな卸資産が４億40百万円増加しております。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動によって支出した資金は、前中間連結会計期間と比べ２億３

百万円（69.5％増）増加し、４億96百万円の支出となりました。 

主に関係会社に対する株式の払い込みにより２億38百万円支出したほか、貸付けにより２億円支出

しております。また、生産設備等の有形固定資産取得として１億61百万円を支出しております。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間と比べ１億57

百万円（26.1％増）増加し、７億58百万円の収入となりました。 

主な内訳として短期借入金における収支は９億60百万円の収入となっております。一方、長期借入

金の約定返済として１億63百万円を支出しております。 

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 
(注) １ 金額は、製造原価によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 
(注) １ 金額は、販売価額によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

水産事業 2,983,637 33.5

食品事業 394,649 △39.9

合計 3,378,286 16.8

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

水産事業 581,346 344.8 29,745 88.6

食品事業 47,566 △85.7 1,711 △96.7

合計 628,913 35.7 31,456 △53.1

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

水産事業 3,500,996 21.4

食品事業 640,389 △32.2

合計 4,141,386 8.2

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

住友商事九州株式会社 929,898 24.3 1,017,733 24.6

スクレッティング株式会社 ─ ─ 417,754 10.1



３ 【対処すべき課題】 

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）発生の原因物質とされた肉骨粉が魚粉に置き換えられたことや東南アジア諸

国の畜水産物の餌が配合飼料に転換されつつあることなど、急激な需要増加によって魚粉相場は一段と

値上がりし、原油は90ドルを超える高騰によって燃料や資材及び包材などの価格が上昇し、また、バイ

オエタノール原料への転用や原産国が干ばつで穀物が不作になるなど、小麦粉やトウモロコシ、その他

食用油なども値上がりして、飼料及び食品の原価は大幅に上昇し、当社の収益を圧迫してきておりま

す。 

飼料製品は、年初に前期の原価上昇に応じて幾分値上げを実施しましたが、魚類相場が回復していな

い状況や消費者の購買力が回復していない状況では安易に値上げに踏み切るわけにもいかず、一方では

品質を上げなければならず、生産設備の改善や生産効率を上げることによって生産コストの上昇を抑制

する努力を続けておりますが、消費者や小売店の動向を見据え、細心の注意を払いつつ、販売価格の値

上げに取り組んでまります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは提出会社において、水産事業に関する研究開発活動を串木野臨海研究所で行っておりま

す。研究部員15名体制にて「高成長、高機能、低価格の三極飼料の改良開発と養殖手法の確立」を基本方

針に、水産分野における養殖技術、養殖管理及び水産配合飼料の研究開発に取り組んでおります。 

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は88百万円であり、主な研究開発活動の概要は次のとおりであ

ります。 

  

(1) 既存飼料及び新規飼料の改良開発 

既存飼料につきましては、原料の入荷ロット、グレード別に飼料効果などを飼育実験で監視するとと

もに、競合他社との自社の位置付けの把握に取り組んでおります。 

クルマエビ飼料類については、細菌感染症などに対して軽減効果を示す飼料、高水温期のストレス軽

減効果を示す飼料及びクルマエビ用成熟促進飼料などの開発に取り組んでいるほか、海外市場を見据え

たブラックタイガーやバナメイ用配合飼料の開発に努めております。 

魚類飼料については、魚粉の高騰や生産量の減少に対して即座に対応できるよう、ハマチ、マダイ、

カンパチ、トラフグ、ヒラメなどで植物性タンパク質原料の利用促進を図るとともに肉質の向上も視野

に入れた開発に努めております。 

  

(2) 種苗生産の研究 

トラフグやヒラメなど市場価値や生産効率の高い優良な種苗作出を目的として、継代飼育による親魚

養成の研究に努め、併せてトラフグ、ヒラメ、マダイなどの種苗用飼料の改良開発を行っております。

  

(3) 魚病対策の研究 

水産養殖における海の汚染や高密度飼育による魚病対策は常に大きな課題であります。自然海域の水

質環境悪化とともに魚介類の病害も多様化しているなか、様々な疾病の細菌検査やウイルス検査等の魚

病診断を行い、早期発見で病気の蔓延を防止するための対策や助言を実施しております。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当

中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

  

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

   該当事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 17,900,000

計 17,900,000

 

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,746,000 4,746,000 福岡証券取引所 ―

計 4,746,000 4,746,000 ― ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年９月30日 ― 4,746 ― 603,900 ― 393,400

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

東 紘一郎 鹿児島県日置市 623 13.13

東   勤    鹿児島県鹿児島市 571 12.03

東   実 鹿児島県日置市 571 12.03

東 吉太郎 鹿児島県日置市 547 11.53

ヒガシマル共栄会 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地 393 8.28

東  久江 鹿児島県日置市 380 8.01

エスト有限会社 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉887-１ 278 5.86

株式会社鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市金生町６-６ 165 3.48

鹿児島リース株式会社 鹿児島県鹿児島市山之口町１番10号 120 2.53

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６-６ 80 1.69

計 ― 3,728 78.55



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありま

せん。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式       40,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式   4,706,000 4,706 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 4,746,000 ― ―

総株主の議決権 ― 4,706 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ヒガシマル

鹿児島県日置市伊集院町
猪鹿倉20番地

40,000 ─ 40,000 0.84

計 ― 40,000 ─ 40,000 0.84

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 635 639 615 630 629 620

最低(円) 600 601 600 595 601 563



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）及び前中間会計期間（平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表

並びに中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

  

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,236,487 972,434 1,156,390

 ２ 受取手形及び売掛金 ※５ 2,040,356 2,302,734 1,217,210

 ３ たな卸資産 1,015,361 1,266,312 923,097

 ４ その他 301,363 358,898 273,457

   貸倒引当金 △1,175 △1,295 △595

    流動資産合計 4,592,392 46.6 4,899,084 48.9 3,569,560 42.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 ※２ 1,154,994 1,099,017 1,120,764

    (2) 機械装置及び運搬 
    具

※３ 930,779 877,077 847,373

  (3) 土地 ※２ 1,746,746 1,746,746 1,746,746

  (4) その他 109,396 3,941,916 113,618 3,836,459 104,618 3,819,501

 ２ 無形固定資産 7,081 14,148 5,990

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資その他の資産 1,331,061 1,282,271 1,003,887

    貸倒引当金 △26,254 1,304,807 △21,104 1,261,167 △26,254 977,632

    固定資産合計 5,253,805 53.4 5,111,775 51.1 4,803,124 57.4

    資産合計 9,846,198 100.0 10,010,860 100.0 8,372,685 100.0



前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 832,437 1,104,260 444,261

 ２ 短期借入金 ※２ 2,690,724 3,086,022 2,148,547

 ３ 未払法人税等 142,566 7,158 ─

 ４ 賞与引当金 95,253 78,605 59,206

 ５ その他 223,351 204,420 190,798

    流動負債合計 3,984,333 40.5 4,480,467 44.8 2,842,812 34.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 610,960 264,938 406,101

 ２ 退職給付引当金 8,116 ─ ─

 ３ 役員退職慰労引当金 442,005 450,014 453,336

 ４ その他 46,724 70,613 48,662

    固定負債合計 1,107,806 11.2 785,565 7.8 908,100 10.8

    負債合計 5,092,139 51.7 5,266,032 52.6 3,750,913 44.8

 (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 603,900 6.1 603,900 6.0 603,900 7.2

 ２ 資本剰余金 458,400 4.7 458,400 4.6 458,400 5.5

 ３ 利益剰余金 3,691,496 37.5 3,540,367 35.4 3,622,544 43.2

 ４ 自己株式 △28,400 △0.3 △28,400 △0.3 △28,400 △0.3

   株主資本合計 4,725,396 48.0 4,574,267 45.7 4,656,444 55.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

43,289 0.4 46,120 0.5 56,022 0.7

 ２ 繰延ヘッジ損益 148,973 1.5 124,438 1.2 153,249 1.8

 ３ 為替換算調整勘定 △163,602 △1.6 ─ ─ △243,943 △2.9

   評価・換算差額等 
   合計

28,661 0.3 170,559 1.7 △34,671 △0.4

   純資産合計 4,754,058 48.3 4,744,827 47.4 4,621,772 55.2

   負債純資産合計 9,846,198 100.0 10,010,860 100.0 8,372,685 100.0



② 【中間連結損益計算書】 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,828,261 100.0 4,141,386 100.0 7,580,310 100.0

Ⅱ 売上原価 2,994,149 78.2 3,372,409 81.4 6,192,347 81.7

   売上総利益 834,112 21.8 768,976 18.6 1,387,962 18.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 荷造運賃 168,777 168,988 332,658

 ２ 貸倒引当金繰入額 699 700 122

 ３ 給与・賞与 118,469 115,976 264,094

 ４ 賞与引当金繰入額 36,236 31,287 23,721

 ５ 退職給付費用  △560 3,722 △1,024

 ６ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

11,776 ─ 23,107

 ７ 研究開発費 75,785 88,525 159,425

 ８ その他 186,494 597,679 15.6 173,456 582,656 14.1 368,057 1,170,161 15.4

   営業利益 236,433 6.2 186,319 4.5 217,800 2.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,013 1,716 2,625

 ２ 受取配当金 1,035 1,089 2,625

 ３ 為替差益 ─ 18,292 104,736

 ４ 試験研究魚売却収入 2,625 13,918 41,776

 ５ 受取手数料 5,301 2,248 10,593

 ６ 雑収入 7,595 17,571 0.5 10,958 48,224 1.1 26,199 188,557 2.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 17,359 17,580 35,199

 ２ 為替差損 4,429 ─ ─

 ３ その他 ─ 21,789 0.6 0 17,580 0.4 ─ 35,199 0.5

   経常利益 232,216 6.1 216,964 5.2 371,158 4.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 4,262 ─ 4,737

 ２ 投資有価証券売却益 ─ 6 ─

 ３ 受取補償金 ─ 95,000 ─

 ４ 貸倒引当金戻入益 ─ 4,262 0.1 5,150 100,156 2.5 ─ 4,737 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※２ 509 ─ 79,675

 ２ 固定資産除却損 ※３ 671 56 1,373

 ３ 事業整理損失 ※４ 74,155 ─ ─

 ４ 過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額

430,229 505,564 13.2 ─ 56 0.0 430,229 511,277 6.8

   税金等調整前中間純 
   利益又は税金等調整 
   前中間(当期)純損失 
   (△)

△269,085 △7.0 317,064 7.7 △135,382 △1.8

   法人税、住民税及び 
   事業税

135,469 488 2,108

   法人税等調整額 △542,034 △406,565 △10.6 117,161 117,649 2.9 △206,017 △203,909 △2.7

   中間(当期)純利益 137,479 3.6 199,414 4.8 68,527 0.9



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 603,900 458,400 3,591,665 △28,400 4,625,565

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △37,648 △37,648

 中間純利益 137,479 137,479

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ 99,831 ─ 99,831

平成18年９月30日残高(千円) 603,900 458,400 3,691,496 △28,400 4,725,396

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 42,475 ─ △178,461 △135,985 4,489,579

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △37,648

 中間純利益 137,479

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

814 148,973 14,859 164,647 164,647

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

814 148,973 14,859 164,647 264,478

平成18年９月30日残高(千円) 43,289 148,973 △163,602 28,661 4,754,058

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 603,900 458,400 3,622,544 △28,400 4,656,444

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △37,648 △37,648

 関係会社清算による減少 △243,943 △243,943

 中間純利益 199,414 199,414

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ △82,176 ─ △82,176

平成19年９月30日残高(千円) 603,900 458,400 3,540,367 △28,400 4,574,267

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 56,022 153,249 △243,943 △34,671 4,621,772

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △37,648

 関係会社清算による減少 △243,943

 中間純利益 199,414

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△9,901 △28,810 243,943 205,231 205,231

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△9,901 △28,810 243,943 205,231 123,054

平成19年９月30日残高(千円) 46,120 124,438 ─ 170,559 4,744,827



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
  

 
(注) 平成18年６月29日開催の第27回定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 603,900 458,400 3,591,665 △28,400 4,625,565

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △37,648 △37,648

 当期純利益 68,527 68,527

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

─ ─ 30,879 ─ 30,879

平成19年３月31日残高(千円) 603,900 458,400 3,622,544 △28,400 4,656,444

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 42,475 ─ △178,461 △135,985 4,489,579

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △37,648

 当期純利益 68,527

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

13,546 153,249 △65,482 101,313 101,313

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

13,546 153,249 △65,482 101,313 132,192

平成19年３月31日残高(千円) 56,022 153,249 △243,943 △34,671 4,621,772



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益又は 

   税金等調整前中間(当期)純損失(△)
△269,085 317,064 △135,382

      減価償却費 140,601 149,012 298,996

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 699 △4,450 119

     賞与引当金の増減額(減少：△) 22,064 19,399 △13,982

   退職給付引当金の増減額(減少：△) △18,379 △5,798 △36,927

   役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 442,005 △3,322 453,336

   受取補償金 ─ △95,000 ─

   固定資産除売却損益(益：△) △3,082 56 76,311

     事業整理損失 74,155 ─ ─

      投資有価証券売却益 ─ △6 ─

   関係会社株式評価損 ─ 0 ─

   受取利息及び受取配当金 △2,049 △2,806 △5,251

   支払利息 17,359 17,580 35,199

   為替差損益(差益：△) 5,092 70 △43,454

      売上債権の増減額(増加：△) △1,117,437 △1,085,524 △294,292

      たな卸資産の増減額(増加：△) △34,951 △440,393 57,386

   仕入債務の増減額(減少：△) 556,503 659,999 125,446

   未払消費税等の増減額(減少：△) ─ △12,671 2,841

      その他 △93,363 △5,863 △52,329

    小計 △279,867 △492,653 468,017

   利息及び配当金の受取額 1,672 3,147 3,916

   利息の支払額 △14,597 △18,413 △26,595

   受取補償金の受取額 ─ 95,000 ─

   法人税等の還付額 ─ 91,474 ─

   法人税等の支払額 △63,650 △2,626 △154,437

   営業活動によるキャッシュ・フロー △356,442 △324,072 290,901

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △492,014 △298,000 △783,026

   定期預金の払戻による収入 428,022 419,578 799,796

   有形固定資産の取得による支出 △218,112 △161,581 △259,943

   有形固定資産の売却による収入 5,957 ─ 96,249

   無形固定資産の取得による支出 ─ △9,757 ─

   関係会社株式の払込みによる支出 ─ △238,203 ─

   投資有価証券の取得による支出 △4,487 △2,237 △9,770

   投資有価証券の売却による収入 ─ 136 ─

   会員権の返還による収入 ─ 6,300 ─

   貸付けによる支出 △500 △200,300 △500

   貸付金の回収による収入 307 124 525

   その他 △12,303 △12,956 △35,654

   投資活動によるキャッシュ・フロー △293,130 △496,897 △192,324

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額(減少：△) 780,000 960,000 210,000

   長期借入金の返済による支出 △140,849 △163,688 △317,885

   配当金の支払額 △37,648 △37,648 △37,648

   財務活動によるキャッシュ・フロー 601,503 758,664 △145,533

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,388 △70 940

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △46,681 △62,377 △46,015

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 611,420 565,404 611,420

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 564,739 503,027 565,404



 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数

子会社は２社であり、全

て連結の対象としておりま

す。

(1) 連結子会社の数

子会社は１社であり、連

結の対象としております。

(1) 連結子会社の数

子会社は１社であり、連

結の対象としております。

 

連結子会社名

QUEENSLAND PRAWN FARM 

PTY.LTD.

㈱島原素麺本舗  

連結子会社名

QUEENSLAND PRAWN FARM 

PTY.LTD.

なお、QUEENSLAND PRAWN 

FARM PTY.LTD.は、平成19

年５月13日付けで清算結了

しております。

 

連結子会社名

QUEENSLAND PRAWN FARM 

PTY.LTD.

なお、前連結会計年度に

おいて連結子会社であった

㈱島原素麺本舗は、平成18

年12月１日付けで当社に吸

収合併しております。

(2)    ── (2) 重要な非連結子会社名

     HIGASHIMARU VIETNAM 

     CO.,LTD

連結の範囲から除いた理

由

非 連 結 子 会 社

HIGASHIMARU VIETNAM 

CO.,LTD は、総 資 産

額、売上高、中間純損

益(持ち分に見合う額)

及び利益剰余金(持ち

分に見合う額)等は、

いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及

ぼしていないため連結

の範囲から除いており

ます。

(2)    ──

２ 持分法の適用に関

する事項

該当事項はありません。 持分法を適用していない

非連結子会社(HIGASHIMARU 

VIETNAM CO.,LTD)は、中間

純損益(持ち分に見合う額)

及び利益剰余金(持ち分に

見合う額)等からみて、持

分法の対象から除いても中

間連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であることから持

分法の適用範囲から除いて

おります。

該当事項はありません。
 

３ 連結子会社の中間

決算日（決算日）

等に関する事項

QUEENSLAND PRAWN FARM  

PTY.LTD.の中間決算日は６

月30日であり、㈱島原素麺

本舗の中間決算日は８月31

日であります。 

 中間連結財務諸表の作成

にあたっては、連結子会社

の中間決算日現在の中間財

務諸表を使用し、中間連結

決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上

必要な調整を行っておりま

す。

QUEENSLAND PRAWN FARM 

PTY.LTD.は、平成19年５月

13日付けで清算結了してお

ります。

QUEENSLAND PRAWN FARM  

PTY.LTD.の決算日は12月31

日であります。 

 連結財務諸表の作成にあ

たっては、連結子会社の決

算日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

    その他有価証券

    時価のあるもの

中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定して

おります。) 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は全

部純資産直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定してお

ります。)

時価のないもの

移動平均法による

原価法

時価のないもの

同左 

 

時価のないもの

同左

② デリバティブ

時価法

② デリバティブ

同左

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産

国内会社

主として移動平均

法による原価法

③ たな卸資産

国内会社

同左

③ たな卸資産

国内会社

同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

国内会社

 定率法を採用して

おります。 

 なお、耐用年数及

び残存価額について

は、法人税法に規定

する方法と同一の基

準によっておりま

す。

 ただし、平成10年

４月１日以降取得し

た建物(附属設備は

除く)については定

額法を採用しており

ます。 

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

国内会社

 定率法を採用して

おります。 

 なお、耐用年数及

び残存価額について

は、法人税法に規定

する方法と同一の基

準によっておりま

す。

 ただし、平成10年

４月１日以降取得し

た建物(附属設備は

除く)については定

額法を採用しており

ます。

(会計方針の変更)

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴

い、当中間連結会計期間

から、平成19年４月１日

以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更し

ております。 

 この変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

ます。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

国内会社

 定率法を採用して

おります。 

 なお、耐用年数及

び残存価額について

は、法人税法に規定

する方法と同一の基

準によっておりま

す。

 ただし、平成10年

４月１日以降取得し

た建物(附属設備は

除く)については定

額法を採用しており

ます。 

 



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(追加情報)
 当中間連結会計期間か
ら、平成19年３月31日以
前に取得したものについ
ては、償却可能限度額ま
で償却が終了した翌年か
ら５年間で均等償却する
方法によっております。 
 この変更に伴う損益に
与える影響は軽微であり
ます。

② 無形固定資産
 ソフトウェア(自
社利用 )について
は、社内における利
用可能期間(５年)に
基づく定額法を採用
しております。

② 無形固定資産
同左

② 無形固定資産
同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金
 債権の貸倒れによ
る損失に備えるた
め、一般債権につい
ては貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等
特定の債権について
は個別に回収可能性
を勘案し、回収不能
見込額を計上してお
ります。

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金
同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金
同左

② 賞与引当金
 従業員賞与の支給
に充てるため、支給
見込額を計上してお
ります。

② 賞与引当金
同左

② 賞与引当金
同左

③ 退職給付引当金
 従業員の退職給付
に備えるため、当連
結会計年度末におけ
る退職給付債務及び
年金資産の見込額に
基づき、当中間連結
会計期間末において
発生していると認め
られる額を計上して
おります。 
 なお、数理計算上
の差異については、
発生年度の翌連結会
計年度に全額費用処
理しております。

③ 退職給付引当金
 従業員の退職給付
に備えるため、当連
結会計年度末におけ
る退職給付債務及び
年金資産の見込額に
基づき、当中間連結
会計期間末において
発生していると認め
られる額を計上して
おります。 
 数理計算上の差異
については、発生年
度の翌連結会計年度
に全額費用処理して
おります。 
 なお、当中間連結
会計期間末において
は、年金資産が退職
給付債務を上回るた
め前払年金費用に計
上し、投資その他の
資産の「その他」に
含めて表示しており
ます。

③ 退職給付引当金
 従業員の退職給付
に備えるため、当連
結会計年度末におけ
る退職給付債務及び
年金資産の見込額に
基づき、当連結会計
年度末において発生
していると認められ
る額を計上しており
ます。 
 数理計算上の差異
については、発生年
度の翌連結会計年度
に全額費用処理して
おります。 
 なお、当連結会計
年度末においては、
年金資産が退職給付
債務を上回るため前
払年金費用に計上
し、投資その他の資
産の「その他」に含
めて表示しておりま
す。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

④ 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金

の支出に備えるた

め、内規に基づく中

間期末要支給額を計

上しております。

(会計方針の変更)

 役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として

処理しておりましたが、

当中間連結会計期間から

内規に基づく中間期末要

支給額を役員退職慰労引

当金として計上する方法

に変更しました。

 この変更は、役員の在

任期間の長期化に伴い役

員退職慰労引当金の金額

的重要性が増してきてい

ることや、役員退職慰労

引当金の計上が会計慣行

として定着しつつあるこ

とに鑑み、将来の役員退

職慰労金支出時における

一時的な負担の増大を避

け、期間損益の適正化と

財務内容の健全化を図る

ため、役員退職慰労金を

役員の在任期間にわたっ

て合理的に費用配分した

ことによるものでありま

す。

 この変更に伴い、当中

間連結会計期間の発生額

11,776千円は販売費及び

一般管理費へ、過年度分

相当額430,229千円は特

別損失に計上しておりま

す。

 この結果、従来と同一

の方法を採用した場合と

比べ、営業利益及び経常

利益は11,776千円、税金

等調整前中間純利益は

442,005千円減少してお

ります。

 なお、セグメント情報

に与える影響について

は、当該箇所に記載して

おります。

④ 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金

の支出に備えるた

め、内規に基づく中

間期末要支給額を計

上しております。 

 

④ 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金

の支出に備えるた

め、内規に基づく期

末要支給額を計上し

ております。

(会計方針の変更)

 役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として

処理しておりましたが、

当連結会計年度から内規

に基づく期末要支給額を

役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更し

ました。

 この変更は、役員の在

任期間の長期化に伴い役

員退職慰労引当金の金額

的重要性が増してきてい

ることや、役員退職慰労

引当金の計上が会計慣行

として定着しつつあるこ

とに鑑み、将来の役員退

職慰労金支出時における

一時的な負担の増大を避

け、期間損益の適正化と

財務内容の健全化を図る

ため、役員退職慰労金を

役員の在任期間にわたっ

て合理的に費用配分した

ことによるものでありま

す。

 この変更に伴い、当連

結 会 計 年 度 の 発 生 額

23,107千円は販売費及び

一般管理費へ、過年度分

相当額430,229千円は特

別損失に計上しておりま

す。

 この結果、従来と同一

の方法を採用した場合と

比べ、営業利益及び経常

利益は23,107千円、税金

等調整前当期純利益は

453,336千円減少してお

ります。

 なお、セグメント情報

に与える影響について

は、当該箇所に記載して

おります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 外貨建金銭債権債務

は、原則として中間決算

日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額

は損益として処理してお

ります。

 なお、在外子会社の資

産・負債及び収益・費用

は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、為替差額は純資産の

部における為替換算調整

勘定に含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 外貨建金銭債権債務

は、原則として中間決算

日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額

は損益として処理してお

ります。 

 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 外貨建金銭債権債務

は、原則として決算日の

直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損

益として処理しておりま

す。

 なお、在外子会社の資

産・負債及び収益・費用

は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

為替差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定

に含めております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

 国内会社は、リース物

件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以

外のファイナンス・リー

ス取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっ

ております。

 また、在外子会社はフ

ァイナンス・リース取引

については、通常の売買

取引に準じた会計処理に

よっております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理に

よっております。な

お、振当処理の要件

を満たしている為替

予約取引等について

は振当処理によって

おります。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ

対象

(ヘッジ手段)

為替予約取引等

(ヘッジ対象)

原材料輸入による

外貨建買入債務及

び外貨建予定取引

② ヘッジ手段とヘッジ

対象

(ヘッジ手段)

同左

(ヘッジ対象)

同左

② ヘッジ手段とヘッジ

対象

(ヘッジ手段)

同左

(ヘッジ対象)

同左

③ ヘッジ方針

 デリバティブ取引

に関する社内規定に

基づき、外貨建輸入

取引に係る将来の為

替相場変動リスクを

ヘッジすることを目

的とする場合に、為

替予約取引等を行っ

ております。

③ ヘッジ方針

同左

③ ヘッジ方針

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

④ ヘッジ有効性評価の

方法

 ヘッジ手段とヘッ

ジ対象が同一通貨で

あることから、為替

相場の変動によるキ

ャッシュ・フロー変

動を完全に相殺する

ものと想定されるた

め、有効性の評価は

省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の

方法

同左

④ ヘッジ有効性評価の

方法

同左

(7) 在外子会社の会計処理

基準

 在外子会社QUEENSLAND 

PRAWN FARM PTY.LTD.(豪

州)が、採用している会

計処理基準は、豪州で一

般に公正妥当と認められ

ている基準によってお

り、当社が採用している

基準と重要な差異はあり

ません。

(7) 在外子会社の会計処理

基準

同左

(7) 在外子会社の会計処理

基準

同左

(8) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

(8) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

(8) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜

方式によっておりま

す。

 消費税等の会計処理

同左

 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

 資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び取得

日から３か月以内に満期日

の到来する流動性の高い、

かつ、価値の変動するおそ

れのほとんどない預金であ

ります。

同左 同左



 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

 表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日)を適用し

ております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は4,605,084千円でありま

す。

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

── (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日)を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は4,468,522千円でありま

す。

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

── (連結キャッシュ・フロー計算書)

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等

の増減額」は、前中間連結会計期間は「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれる

「未払消費税等の増減額」は5,065千円であります。



 注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は 3,531,963 千円でありま

す。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は 3,825,567 千円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は 3,679,350 千円でありま

す。

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

 

(イ)担保に供している資産

建物 973,398千円

土地 1,677,647

計 2,651,045
 

(イ)担保に供している資産

建物 923,454千円

土地 1,677,647

計 2,601,102
 

(イ)担保に供している資産

建物 940,101千円

土地 1,677,647

計 2,617,748

 

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 1,758,313千円

長期借入金 793,464

(一年以内返済予定 

長期借入金を含む)

計 2,551,777
 

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 2,075,793千円

長期借入金 486,100

(一年以内返済予定 

長期借入金を含む)

計 2,561,893
 

(ロ)上記に対応する債務 

短期借入金 1,550,000千円

長期借入金 633,108

(一年以内返済予定 

長期借入金を含む)

計 2,183,108

※３ 過年度に取得した資産のうち

国庫補助金による圧縮記帳額

は、機械及び装置14,430千円で

あり、貸借対照表計上額はこの

圧縮記帳額を控除しておりま

す。 

 

※３     同左 ※３     同左

 ４ 偶発債務

従業員の金融機関からの借入

金84千円に対して保証を行って

おります。 

 

 ４      ──  ４ 偶発債務

従業員の金融機関からの借入

金12千円に対して保証を行って

おります。 

 

 

※５ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理して

おります。 

 なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末日の残高に含まれて

おります。

受取手形 3,414千円
 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会

計期間末の残高に含まれており

ます。

受取手形 1,483千円  

※５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日は

金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が当連結会

計年度末の残高に含まれており

ます。

受取手形 10,813千円



  (中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１  固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

車両運搬具 4,245千円

工具・器具及び
備品

17

計 4,262

※１      ──

 

※１ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

車両運搬具 4,680千円

工具・器具及び
備品

56

計 4,737

 

※２ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。

車両運搬具 509千円

※２      ── 

 

 

※２ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 52,967千円

機械及び装置 5,352

車両運搬具 2,100

工具・器具及び
備品

408

土地 18,846

計 79,675

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 294千円

機械及び装置 246

工具・器具及び
備品

130

計 671

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

工具・器具及び
備品

56千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 497千円

機械及び装置 508

車両運搬具 149

工具・器具及び
備品

218

計 1,373

※４ 事業整理損失

事業整理損失は、連結子会社

であるQUEENSLAND PRAWN FARM 

PTY.LTD.が営んでいた養殖事業

からの撤退に伴う損失でありま

す。

※４      ── 

 

※４      ──



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  
前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

２ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  
２ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

  

前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 4,746,000 ─ ─ 4,746,000

合計 4,746,000 ─ ─ 4,746,000

自己株式

普通株式 40,000 ─ ─ 40,000

合計 40,000 ─ ─ 40,000

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 37,648 8 平成18年３月31日 平成18年６月30日

前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 4,746,000 ─ ─ 4,746,000

合計 4,746,000 ─ ─ 4,746,000

自己株式

普通株式 40,000 ─ ─ 40,000

合計 40,000 ─ ─ 40,000

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 37,648 8 平成19年３月31日 平成19年６月29日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効率発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度末 
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末 
株式数（株）

発行済株式

普通株式 4,746,000 ─ ─ 4,746,000

合計 4,746,000 ─ ─ 4,746,000

自己株式

普通株式 40,000 ─ ─ 40,000

合計 40,000 ─ ─ 40,000

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 37,648 8 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 37,648 8 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係（平成18

年９月30日現在）

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係（平成19

年９月30日現在）

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係（平成19年３月31

日現在）

 

現金及び預金勘定 1,236,487千円

預入期間が３か月を 

超える定期預金
△671,747

現金及び現金同等物 564,739
 

現金及び預金勘定 972,434千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△469,406

現金及び現金同等物 503,027
 

現金及び預金勘定 1,156,390千円

預入期間が３か月を 

超える定期預金
△590,985

現金及び現金同等物 565,404



  (リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

機械装置及び運搬具 
(千円)

取得価額相当額 169,505

減価償却累計額
相当額 119,734

中間期末残高相
当額 49,770

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

機械装置及び運搬具
(千円)

取得価額相当額 145,916

減価償却累計額
相当額 110,509

中間期末残高相
当額 35,407

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

機械装置及び運搬具 
(千円)

取得価額相当額 169,505

減価償却累計額
相当額 127,688

期末残高相当額 41,816

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 16,174千円

１年超 36,492

合計 52,666
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 6,616千円

１年超 29,875

合計 36,492  

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,471千円

１年超 33,209

合計 43,680

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 10,174千円

減価償却費相
当額

8,233千円

支払利息相当
額

759千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 7,721千円

減価償却費相
当額

6,409千円

支払利息相当
額

533千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 19,895千円

減価償却費相
当額

16,187千円

支払利息相当
額

1,494千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左



  (有価証券関係) 

  

 前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

 当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

 前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

 株式 136,158 219,316 83,158

計 136,158 219,316 83,158

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

 その他有価証券

非上場株式 11,700

計 11,700

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

 株式 143,453 229,750 86,296

計 143,453 229,750 86,296

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

 その他有価証券

非上場株式 13,185

計 13,185

区分 取得原価(千円)
連結貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

 株式 141,338 244,999 103,661

計 141,338 244,999 103,661

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

 その他有価証券

非上場株式 12,240

計 12,240



(デリバティブ取引関係) 

  

当社グループは、前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成19年

９月30日）及び前連結会計年度末(平成19年３月31日)のいずれにおいても、デリバティブ取引にはヘ

ッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報) 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
(注) １ 事業区分は、製造方法、市場及び販売方法の類似性を勘案して区分しております。 

２ 各事業の主な製品は次のとおりであります。 

(1) 水産事業……クルマエビ飼料類、ハマチ飼料類、その他養殖用飼料類 

(2) 食品事業……即席麺類、乾麺・つゆ類、その他麺類 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引

当金の計上基準 ④ 役員退職慰労引当金(会計方針の変更)」に記載のとおり、役員退職慰労金は、従来、

支出時の費用として処理しておりましたが、当中間連結会計期間より内規に基づく中間期末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上する方法に変更しました。 

 この変更に伴い、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は消去又は全

社で11,776千円増加し、営業利益は同額減少しております。 

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（119,381千円）の主なものは、提出会社

本社の管理部門に係る費用であります。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
(注) １ 事業区分は、製造方法、市場及び販売方法の類似性を勘案して区分しております。 

２ 各事業の主な製品は次のとおりであります。 

(1) 水産事業……クルマエビ飼料類、ハマチ飼料類、その他養殖用飼料類 

(2) 食品事業……即席麺類、乾麺・つゆ類、その他麺類 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（106,984千円）の主なものは、提出会社

本社の管理部門に係る費用であります。 

水産事業 
(千円)

食品事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売 
  上高

2,884,132 944,129 3,828,261 ─ 3,828,261

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,884,132 944,129 3,828,261 ─ 3,828,261

営業費用 2,548,839 917,883 3,466,722 125,105 3,591,828

営業利益 335,293 26,245 361,539 (125,105) 236,433

 

水産事業 
(千円)

食品事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売 
  上高

3,500,996 640,389 4,141,386 ─ 4,141,386

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 3,500,996 640,389 4,141,386 ─ 4,141,386

営業費用 3,190,585 657,496 3,848,082 106,984 3,955,066

営業利益又は営業損失(△) 310,411 △17,107 293,303 (106,984) 186,319

 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
(注) １ 事業区分は、製造方法、市場及び販売方法の類似性を勘案して区分しております。 

２ 各事業の主な製品は次のとおりであります。 

(1) 水産事業……クルマエビ飼料類、ハマチ飼料類、その他養殖用飼料類 

(2) 食品事業……即席麺類、乾麺・つゆ類、その他麺類 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引当金

の計上基準 ④ 役員退職慰労引当金(会計方針の変更)」に記載のとおり、役員退職慰労金は、従来、支出

時の費用として処理しておりましたが、当連結会計年度より内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当

金として計上する方法に変更しました。 

 この変更に伴い、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は食品事業で

2,976千円及び消去又は全社で20,131千円増加し、営業利益は同額減少しております。 

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（243,441千円）の主なものは、提出会社

本社の管理部門に係る費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日）のいずれにおいても、全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％を超

えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日）のいずれにおいても、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載

を省略しております。 

  

水産事業 
(千円)

食品事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売 
  上高

5,922,299 1,658,010 7,580,310 ─ 7,580,310

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 5,922,299 1,658,010 7,580,310 ─ 7,580,310

営業費用 5,501,380 1,619,257 7,120,637 241,871 7,362,509

営業利益 420,919 38,753 459,672 (241,871) 217,800



(企業結合等関係) 

  
 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  （共通支配下の取引等） 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の

名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

株式会社島原素麺本舗 食品事業 （内容：麺類の販売） 

(2) 企業結合の法的形式 

合併 

(3) 結合後企業の名称 

株式会社ヒガシマル 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

   ①  合併の目的 

株式会社島原素麺本舗の営業及び管理機能を当社へ吸収し、当社グループの経営資源の統合と

事業運営の効率化に資するものと判断し、株式会社島原素麺本舗を吸収合併することといたしま

した。 

   ②  合併の期日 

平成18年12月１日 

   ③  合併の形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条第３項に定める簡易合併並びに同法第784

条第１項に定める略式合併）で、株式会社島原素麺本舗は解散しております。 

 なお、株式会社島原素麺本舗は当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び

資本金の増加並びに合併交付金の支払いは行っておりません。 

２．実施した会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27

日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

  

  
  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

    

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

１株当たり純資産額 1,010円21銭

１株当たり中間純利益   29円21銭
 

 

１株当たり純資産額 1,008円25銭

１株当たり中間純利益  42円37銭
 
１株当たり純資産額 982円10銭

１株当たり当期純利益   14円56銭

(追加情報)

「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第４号)が平成18年１月31日

付で改正されたことに伴い、当中間

連結会計期間から繰延ヘッジ損益(税

効果調整後)の金額を普通株式に係る

中間期末の純資産額に含めておりま

す。 

 なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

中間連結会計期間末の１株当たり純

資産額は、978円56銭であります。

──
(追加情報)

「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第４号)が平成18年１月31日

付で改正されたことに伴い、当連結

会計年度から繰延ヘッジ損益(税効果

調整後)の金額を普通株式に係る当連

結会計年度末の純資産額に含めてお

ります。 

 なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

連結会計年度末の１株当たり純資産

額は、949円54銭であります。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 137,479 199,414 68,527

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

137,479 199,414 68,527

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,706 4,706 4,706



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（連結子会社の合併）

平成18年12月１日に、当社の連

結子会社である㈱島原素麺本舗(当

社出資比率100％、資本金10,000千

円)を吸収合併いたしました。

１ 合併の目的

㈱島原素麺本舗は、大手百貨店

にそうめんギフト等の商品を販売

しておりますが、その主力商品は

当社が製造し、かつ、主要な販売

先も当社の販売先と共通している

ため、同社の営業及び管理機能を

当社へ吸収し、当社グループの経

営資源の統合と事業運営の効率化

に資するものと判断し、㈱島原素

麺本舗を吸収合併いたしました。

２ 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併

方式とし、㈱島原素麺本舗は解散

いたしました。

３ 合併比率並びに合併交付金

㈱島原素麺本舗は当社の完全子

会社であるため、本合併による新

株式の発行及び資本金の増加並び

に合併交付金の支払はありませ

ん。

── 

 

──



２ 【中間財務諸表等】 

  

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 (資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,231,879 972,434 1,156,390

 ２ 受取手形 ※５ 76,211 46,088 30,594

 ３ 売掛金 1,953,990 2,256,646 1,186,616

 ４ たな卸資産 1,012,485 1,266,312 923,097

 ５ その他 311,772 358,898 273,457

   貸倒引当金 △1,108 △1,295 △595

  流動資産合計 4,585,231 46.7 4,899,084 48.9 3,569,560 42.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 1,024,078 978,408 996,613

  (2) 機械及び装置 ※３ 919,058 865,289 833,055

  (3) 土地 ※２ 1,746,746 1,746,746 1,746,746

  (4) その他 252,033 246,015 243,086

      計 3,941,916 3,836,459 3,819,501

 ２ 無形固定資産 6,881 14,148 5,990

 ３ 投資その他の資産

  (1) 破産債権、再生 
    債権、更生債権 
    その他これらに 
    準ずる債権

920,972 ─ 18,810

  (2) その他 1,231,915 1,282,271 985,076

    貸倒引当金 △860,941 △21,104 △26,254

      計 1,291,947 1,261,167 977,632

  固定資産合計 5,240,745 53.3 5,111,775 51.1 4,803,124 57.4

  資産合計 9,825,976 100.0 10,010,860 100.0 8,372,685 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 832,336 1,104,260 444,261

 ２ 短期借入金 ※２ 2,690,724 3,086,022 2,148,547

 ３ 未払法人税等 142,531 7,158 ─

 ４ 賞与引当金 94,723 78,605 59,206

 ５ その他 222,746 204,420 190,798

  流動負債合計 3,983,061 40.5 4,480,467 44.8 2,842,812 34.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 610,960 264,938 406,101

 ２ 退職給付引当金 8,116 ─ ─

 ３ 役員退職慰労引当金 442,005 450,014 453,336

 ４ その他 46,724 70,613 48,662

  固定負債合計 1,107,806 11.3 785,565 7.8 908,100 10.8

  負債合計 5,090,868 51.8 5,266,032 52.6 3,750,913 44.8



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 603,900 6.1 603,900 6.0 603,900 7.2

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 393,400 393,400 393,400

  (2) その他資本剰余金 65,000 65,000 65,000

   資本剰余金合計 458,400 4.7 458,400 4.6 458,400 5.5

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 65,120 65,120 65,120

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 19,182 9,591 12,788

    退職積立金 350,000 ─ 350,000

    別途積立金 2,530,000 3,080,000 2,530,000

    繰越利益剰余金 544,337 385,656 420,692

   利益剰余金合計 3,508,639 35.7 3,540,367 35.4 3,378,600 40.3

 ４ 自己株式 △28,400 △0.3 △28,400 △0.3 △28,400 △0.3

   株主資本合計 4,542,539 46.2 4,574,267 45.7 4,412,500 52.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

43,594 0.5 46,120 0.5 56,022 0.7

 ２ 繰延ヘッジ損益 148,973 1.5 124,438 1.2 153,249 1.8

   評価・換算差額等 
   合計

192,568 2.0 170,559 1.7 209,271 2.5

   純資産合計 4,735,108 48.2 4,744,827 47.4 4,621,772 55.2

   負債純資産合計 9,825,976 100.0 10,010,860 100.0 8,372,685 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,817,797 100.0 4,141,386 100.0 7,567,233 100.0

Ⅱ 売上原価 2,990,239 78.3 3,372,409 81.4 6,186,035 81.7

   売上総利益 827,558 21.7 768,976 18.6 1,381,197 18.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 585,648 15.4 582,656 14.1 1,147,285 15.2

   営業利益 241,909 6.3 186,319 4.5 233,911 3.1

Ⅳ 営業外収益 ※１ 31,722 0.8 48,224 1.1 116,740 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 16,748 0.4 17,580 0.4 34,588 0.4

   経常利益 256,883 6.7 216,964 5.2 316,064 4.2

Ⅵ 特別利益 ※３ ─ ─ 100,156 2.5 16,741 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４ 437,400 11.4 56 0.0 432,842 5.7

   税引前中間純利益 
      又は税引前中間 
   (当期)純損失(△)

△180,516 △4.7 317,064 7.7 △100,036 △1.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

135,434 488 2,055

   法人税等調整額 △542,332 △406,898 △10.6 117,161 117,649 2.9 △206,402 △204,347 △2.7

   中間(当期)純利益 226,381 5.9 199,414 4.8 104,310 1.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

  

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 603,900 393,400 65,000 458,400

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩(注)

 別途積立金の積立(注)

 剰余金の配当(注)

 中間純利益

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(千円) ─ ─ ─ ─

平成18年９月30日残高(千円) 603,900 393,400 65,000 458,400

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

退職積立金 別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 65,120 25,576 350,000 2,330,000 549,209 3,319,906 △28,400 4,353,806

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩(注) △6,394 6,394 ─ ─

 別途積立金の積立(注) 200,000 △200,000 ─ ─

 剰余金の配当(注) △37,648 △37,648 △37,648

 中間純利益 226,381 226,381 226,381

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(千円) ─ △6,394 ─ 200,000 △4,871 188,733 ─ 188,733

平成18年９月30日残高(千円) 65,120 19,182 350,000 2,530,000 544,337 3,508,639 △28,400 4,542,539

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 42,411 ─ 42,411 4,396,217

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩(注) ─

 別途積立金の積立(注) ─

 剰余金の配当(注) △37,648

 中間純利益 226,381

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

1,183 148,973 150,157 150,157

中間会計期間中の変動額合計(千円) 1,183 148,973 150,157 338,891

平成18年９月30日残高(千円) 43,594 148,973 192,568 4,735,108



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(千円) 603,900 393,400 65,000 458,400

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩

 退職積立金の取崩

 別途積立金の積立

 剰余金の配当

 中間純利益

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(千円) ─ ─ ─ ─

平成19年９月30日残高(千円) 603,900 393,400 65,000 458,400

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

退職積立金 別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 65,120 12,788 350,000 2,530,000 420,692 3,378,600 △28,400 4,412,500

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩 △3,197 3,197 ─ ─

 退職積立金の取崩 △350,000 350,000 ─ ─

 別途積立金の積立 550,000 △550,000 ─ ─

 剰余金の配当 △37,648 △37,648 △37,648

 中間純利益 199,414 199,414 199,414

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(千円) ─ △3,197 △350,000 550,000 △35,035 161,766 ─ 161,766

平成19年９月30日残高(千円) 65,120 9,591 ─ 3,080,000 385,656 3,540,367 △28,400 4,574,267

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 56,022 153,249 209,271 4,621,772

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩 ─

 退職積立金の取崩 ─

 別途積立金の積立 ─

 剰余金の配当 △37,648

 中間純利益 199,414

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△9,901 △28,810 △38,712 △38,712

中間会計期間中の変動額合計(千円) △9,901 △28,810 △38,712 123,054

平成19年９月30日残高(千円) 46,120 124,438 170,559 4,744,827



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
  

 
  

 
(注1) 平成18年６月29日開催の第27回定時株主総会における利益処分項目及び平成19年３月期の決算手続として行っ

た特別償却準備金の取崩によるものであります。なお、平成19年３月期の決算手続として行った取崩は6,394千

円であります。 

(注2) 平成18年６月29日開催の第27回定時株主総会における利益処分項目であります。 

(注3) 平成18年12月１日付けで連結子会社であった株式会社島原素麺本舗を吸収合併したものであります。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 603,900 393,400 65,000 458,400

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の取崩(注1)

 別途積立金の積立(注2)

 剰余金の配当(注2)

 当期純利益

 合併による減少(注3)

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ ─ ─ ─

平成19年３月31日残高(千円) 603,900 393,400 65,000 458,400

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

退職積立金 別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 65,120 25,576 350,000 2,330,000 549,209 3,319,906 △28,400 4,353,806

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の取崩(注1) △12,788 12,788 ─ ─

 別途積立金の積立(注2) 200,000 △200,000 ─ ─

 剰余金の配当(注2) △37,648 △37,648 △37,648

 当期純利益 104,310 104,310 104,310

 合併による減少(注3) △7,967 △7,967 △7,967

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ △12,788 ─ 200,000 △128,517 58,694 ─ 58,694

平成19年３月31日残高(千円) 65,120 12,788 350,000 2,530,000 420,692 3,378,600 △28,400 4,412,500

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 42,411 ─ 42,411 4,396,217

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の取崩(注1) ─

 別途積立金の積立(注2) ─

 剰余金の配当(注2) △37,648

 当期純利益 104,310

 合併による減少(注3) △7,967

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

13,611 153,249 166,860 166,860

事業年度中の変動額合計(千円) 13,611 153,249 166,860 225,555

平成19年３月31日残高(千円) 56,022 153,249 209,271 4,621,772



 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価

法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算期末日の

市場価格等に基づく

時価法 (評価差額

は、全部純資産直入

法により処理し、売

却原価は移動平均法

により算定しており

ます。)

(1) 有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1) 有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は、全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定しております。)

時価のないもの

移動平均法による

原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2) デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

① 商品・製品・原材

料・仕掛品

(3) たな卸資産

① 商品・製品・原材

料・仕掛品

(3) たな卸資産

① 商品・製品・原材

料・仕掛品

移動平均法による

原価法

同左 同左

② 貯蔵品

終仕入原価法

② 貯蔵品

同左

② 貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しており

ます。

なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(附属設備は除く)につい

ては定額法を採用してお

ります。

(1) 有形固定資産

定率法を採用しており

ます。

なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(附属設備は除く)につい

ては定額法を採用してお

ります。

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日 法律第６号)及

び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令

第83号))に伴い、当中

間会計期間から、平成

19年４月１日以降に取

得したものについて

は、改正後の法人税法

に基づく方法に変更し

ております。

(1) 有形固定資産

定率法を採用しており

ます。

なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(附属設備は除く)につい

ては定額法を採用してお

ります。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

この変更に伴う損益

に与える影響は軽微で

あります。

(追加情報)

当中間会計期間か

ら、平成19年３月31日

以前に取得したものに

ついては、償却可能限

度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均

等償却する方法によっ

ております。

この変更に伴う損益

に与える影響は軽微で

あります。

(2) 無形固定資産

ソフトウェア(自社利

用)については、社内に

おける利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充

てるため、支給見込額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。

なお、数理計算上の差

異については、発生年度

の翌事業年度に全額費用

処理しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。

数理計算上の差異につ

いては、発生年度の翌事

業年度に全額費用処理し

ております。

なお、当中間会計期間

末においては、年金資産

が退職給付債務を上回る

ため前払年金費用に計上

し、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示

しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末にお

いて発生していると認め

られる額を計上しており

ます。

数理計算上の差異につ

いては、発生年度の翌事

業年度に全額費用処理し

ております。

なお、当事業年度末に

おいては、年金資産が退

職給付債務を上回るため

前払年金費用に計上し、

投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示して

おります。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。

(会計方針の変更)

役員退職慰労金は、

従来、支出時の費用と

して処理しておりまし

たが、当中間会計期間

から内規に基づく中間

期末要支給額を役員退

職慰労引当金として計

上する方法に変更しま

した。

この変更は、役員の

在任期間の長期化に伴

い役員退職慰労引当金

の金額的重要性が増し

てきていることや、役

員退職慰労引当金の計

上が会計慣行として定

着しつつあることに鑑

み、将来の役員退職慰

労金支出時における一

時的な負担の増大を避

け、期間損益の適正化

と財務内容の健全化を

図るため、役員退職慰

労金を役員の在任期間

にわたって合理的に費

用配分したことによる

ものであります。

この変更に伴い、当

中間会計期間の発生額

11,776千円は販売費及

び一般管理費へ、過年

度分相当額430,229千円

は特別損失に計上して

おります。

この結果、従来と同

一の方法を採用した場

合と比べ、営業利益及

び経常利益は11,776千

円、税引前中間純利益

は442,005千円減少して

おります。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。

(会計方針の変更)

役員退職慰労金は、

従来、支出時の費用と

して処理しておりまし

たが、当事業年度から

内規に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引

当金として計上する方

法に変更しました。

この変更は、役員の

在任期間の長期化に伴

い役員退職慰労引当金

の金額的重要性が増し

てきていることや、役

員退職慰労引当金の計

上が会計慣行として定

着しつつあることに鑑

み、将来の役員退職慰

労金支出時における一

時的な負担の増大を避

け、期間損益の適正化

と財務内容の健全化を

図るため、役員退職慰

労金を役員の在任期間

にわたって合理的に費

用配分したことによる

ものであります。

この変更に伴い、当

事 業 年 度 の 発 生 額

23,107千円は販売費及

び一般管理費へ、過年

度分相当額430,229千円

は特別損失に計上して

おります。

この結果、従来と同

一の方法を採用した場

合と比べ、営業利益及

び経常利益は23,107千

円、税引前当期純利益

は453,336千円減少して

おります。

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

外貨建金銭債権債務は、

原則として中間決算日の直

物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

同左 外貨建金銭債権債務は、

原則として期末日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として

処理しております。

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、振当

処理の要件を満たしてい

る為替予約取引等につい

ては振当処理によってお

ります。

(1) ヘッジ会計の方法

   同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段)

為替予約取引等

(ヘッジ対象)

原材料輸入による外

貨建買入債務及び外

貨建予定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段)

同左

(ヘッジ対象)

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段)

同左

(ヘッジ対象)

  同左

(3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関

する社内規定に基づき、

外貨建輸入取引に係る将

来の為替相場変動リスク

をヘッジすることを目的

とする場合に、為替予約

取引等を行っておりま

す。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

ヘッジ手段とヘッジ対

象が同一通貨であること

から、為替相場の変動に

よるキャッシュ・フロー

変動を完全に相殺するも

のと想定されるため、有

効性の評価は省略してお

ります。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

   同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

  消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。

なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は、相殺

のうえ流動負債の「その

他」に含めて表示してお

ります。

  消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。

なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は、相殺

のうえ流動資産の「その

他」に含めて表示してお

ります。

  消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。



 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

 表示方法の変更 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に 
 関する会計基準)

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17

年12月９日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日)を適

用しております。

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は4,586,134千円でありま

す。

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

── (貸借対照表の純資産の部の表示に 
 関する会計基準)

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号 平成17年12

月９日)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日)を適用し

ております。

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は4,468,522千円でありま

す。

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

── (中間貸借対照表)

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました破産債

権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権（当

中間会計期間18,810千円）は、当中間会計期間において

資産総額の5/100以下となりましたので投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しております。



 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

  

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,531,963千円でありま

す。

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,825,567千円でありま

す。

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は3,679,350千円でありま

す。

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

(イ)担保に供している資産

建物 973,398千円

土地 1,677,647

計 2,651,045

(イ)担保に供している資産

建物 923,454千円

土地 1,677,647

計 2,601,102

(イ)担保に供している資産

建物 940,101千円

土地 1,677,647

計 2,617,748

 

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 1,758,313千円

長期借入金 793,464

(一年以内返済予定 

長期借入金を含む)

計 2,551,777
 

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 2,075,793千円

長期借入金 486,100

(一年以内返済予定 

長期借入金を含む)

計 2,561,893
 

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 1,550,000千円

長期借入金 633,108

(一年以内返済予定 

長期借入金を含む)

計 2,183,108

※３ 過年度に取得した資産のうち

国庫補助金による圧縮記帳額

は、機械及び装置14,430千円で

あり、貸借対照表計上額はこの

圧縮記帳額を控除しておりま

す。

※３    同左 ※３    同左

４ 偶発債務

従業員の金融機関からの借入

金84千円に対して保証を行って

おります。

４     ── ４ 偶発債務

従業員の金融機関からの借入

金12千円に対して保証を行って

おります。

 

※５ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。 

 なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日の残高に含まれておりま

す。

受取手形 3,414千円  

※５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間末日は

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が中間会計期間末

の残高に含まれております。

受取手形 1,483千円  

※５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。 

 なお、当事業年度末日は金融

機関の休日であったため、次の

期末日満期手形が当事業年度末

の残高に含まれております。

受取手形 10,813千円



  (中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益のうち主なもの

は、次のとおりであります。

受取利息 7,090千円

為替差益 7,608千円

試験研究魚売 
却収入

2,625千円

受取手数料 5,901千円
 

※１ 営業外収益のうち主なもの

は、次のとおりであります。

受取利息 1,716千円

為替差益 18,292千円

試験研究魚売
却収入

13,918千円

受取手数料 2,248千円

 

※１ 営業外収益のうち主なもの

は、次のとおりであります。

受取利息 8,717千円

為替差益 27,422千円

試験研究魚売 
却収入

41,776千円

受取手数料 11,193千円

 

※２ 営業外費用のうち主なもの

は、次のとおりであります。

支払利息 16,748千円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの

は、次のとおりであります。

支払利息 17,580千円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの

は、次のとおりであります。

支払利息 34,588千円

※３     ──

 

※３ 特別利益のうち主なものは、

次のとおりであります。

貸倒引当金戻
入益

5,150 千円

受取補償金 95,000千円  

※３ 特別利益のうち主なものは、

次のとおりであります。

貸倒引当金戻 
入益

16,741千円

 

※４ 特別損失のうち主なものは、

次のとおりであります。

固定資産除却 
損

671千円

子会社株式評 
価損

6,500千円

過年度役員退 
職慰労引当金 
繰入額

430,229千円

 

※４ 特別損失のうち主なものは、

次のとおりであります。

固定資産除却
損

56千円

 

※４ 特別損失のうち主なものは、

次のとおりであります。

固定資産除却 
損

1,373千円

関係会社株式 
評価損

1,239 千円

過年度役員退 
職慰労引当金 
繰入額

430,229千円

 

 ５ 減価償却実施額は、次のとお

りであります。

有形固定資産 138,236千円

無形固定資産 2,120千円
 

 ５ 減価償却実施額は、次のとお

りであります。

有形固定資産 147,169千円

無形固定資産 1,599千円
 

 ５ 減価償却実施額は、次のとお

りであります。

有形固定資産 295,295千円

無形固定資産 3,212千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

 
  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

  

株式の種類
前事業年度末 
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間 
末株式数（株）

普通株式 40,000 ─ ─ 40,000

株式の種類
前事業年度末 
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間 
末株式数（株）

普通株式 40,000 ─ ─ 40,000

株式の種類
前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末 
株式数（株）

普通株式 40,000 ─ ─ 40,000



  (リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

機械及び装置 
(千円)

取得価額相当額 169,505

減価償却累計額
相当額 119,734

中間期末残高相
当額 49,770

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

機械及び装置
(千円)

取得価額相当額 145,916

減価償却累計額
相当額 110,509

中間期末残高相
当額 35,407

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

機械及び装置 
(千円)

取得価額相当額 169,505

減価償却累計額
相当額 127,688

期末残高相当額 41,816

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 16,174千円

１年超 36,492

合計 52,666
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 6,616千円

１年超 29,875

合計 36,492  

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,471千円

１年超 33,209

合計 43,680

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 10,174千円

減価償却費相
当額

8,233千円

支払利息相当
額

759千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 7,721千円

減価償却費相
当額

6,409千円

支払利息相当
額

533千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 19,895千円

減価償却費相
当額

16,187千円

支払利息相当
額

1,494千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

  
前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるも

のはありません。 

  

  

(企業結合等関係) 

  

   前事業年度（平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりま

せん。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

１株当たり純資産額 1,006円19銭

１株当たり中間純利益   48円10銭
 

 

１株当たり純資産額 1,008円25銭

１株当たり中間純利益 42円37銭
 
１株当たり純資産額 982円10銭

１株当たり当期純利益 22円17銭

(追加情報)

「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第４号)が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

中間会計期間から繰延ヘッジ損益

(税効果調整後)の金額を普通株式に

係る中間期末の純資産額に含めてお

ります。

なお、前事業年度末において採用

していた方法により算定した当中間

会計期間末の１株当たり純資産額

は、974円53銭であります。

──
(追加情報)

「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第４号)が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

事業年度から繰延ヘッジ損益(税効

果調整後)の金額を普通株式に係る

当事業年度末の純資産額に含めてお

ります。

なお、前事業年度末において採用

していた方法により算定した当事業

年末の１株当たり純資産額は、949

円54銭であります。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 226,381 199,414 104,310

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

226,381 199,414 104,310

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,706 4,706 4,706



(重要な後発事象) 

  

 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（子会社の合併）

平成18年12月１日に、当社の子

会社である㈱島原素麺本舗(当社出

資比率100％、資本金10,000千円)

を吸収合併いたしました。

１ 合併の目的

㈱島原素麺本舗は、大手百貨店

にそうめんギフト等の商品を販売

しておりますが、その主力商品は

当社が製造し、かつ、主要な販売

先も当社の販売先と共通している

ため、同社の営業及び管理機能を

当社へ吸収し、当社グループの経

営資源の統合と事業運営の効率化

に資するものと判断し、㈱島原素

麺本舗を吸収合併いたしました。

２ 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併

方式とし、㈱島原素麺本舗は解散

いたしました。

３ 合併比率並びに合併交付金

㈱島原素麺本舗は当社の完全子

会社であるため、本合併による新

株式の発行及び資本金の増加並び

に合併交付金の支払いはありませ

ん。

── ──



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 (1) 有価証券報告書及びその添付書類 
 

  

 (2) 臨時報告書 
 

  

  

事業年度 

(第28期) 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

平成19年６月28日 

九州財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項 

第３号(特定子会社の異動)の規定に基づくもの

平成19年５月23日 

九州財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項 

第３号(特定子会社の異動)の規定に基づくもの

平成19年６月８日 

九州財務局長に提出



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
 

  

 
  
  
 

   

  
当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ヒガシマルの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連
結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中
間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー
計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は
独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査
法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査
の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸
表の作成基準に準拠して、株式会社ヒガシマル及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並び
に同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結
会計期間から貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準が適用されることとなったため、この会計基
準を適用し中間連結財務諸表を作成している。 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項（3）重要な引当金
の計上基準 ④ 役員退職慰労引当金に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金について、従来、支出
時の費用として処理していたが、当中間連結会計期間から内規に基づく中間期末要支給額を役員退職慰労引
当金として計上する方法に変更した。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

  

平成１８年１２月８日

株 式 会 社  ヒ ガ シ マ ル

取 締 役 会    御 中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員
業務執行社員 公認会計士 古  賀  光  雄 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 柴  田  良  智 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 西  元  浩  文 ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報

告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 

 
  

 
  
  

   

 
  
  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「経理の状況」に掲げられている株式会社ヒガシマルの平成１９年４月１日から平成２０年３月

３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日

まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用

して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヒガシマル及び連結子会社の平成１９年９月３０

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成

１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

                                                 以 上 

  

平成１９年１２月１４日

株 式 会 社  ヒ ガ シ マ ル

取 締 役 会    御 中

監査法人 ト ー マ ツ

 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士 古  賀  光  雄

 
㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 西  元  浩  文

 
㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
 

  

 
  
  
 

   

  
当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ヒガシマルの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第２８期事業年度の中
間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の
作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに
ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査
法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような
重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心
とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と
して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、株式会社ヒガシマルの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。 
  
追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間
から貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用
し中間財務諸表を作成している。 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ３ 引当金の計上基準 (5) 役員退職慰労引当金に記載
されているとおり、会社は役員退職慰労金について、従来、支出時に費用として処理していたが、当中間会
計期間から内規に基づく中間期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

  

平成１８年１２月８日

株 式 会 社  ヒ ガ シ マ ル

取 締 役 会    御 中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員
業務執行社員 公認会計士 古  賀  光  雄 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 柴  田  良  智 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 西  元  浩  文 ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報

告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 

 
  

 
  
  

   

 
  
  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「経理の状況」に掲げられている株式会社ヒガシマルの平成１９年４月１日から平成２０年３月

３１日までの第２９期事業年度の中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日

まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行

われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務

諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヒガシマルの平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同

日をもって終了する中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営

成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

                                                                                               以 上 

  

平成１９年１２月１４日

株 式 会 社  ヒ ガ シ マ ル

取 締 役 会    御 中

監査法人 ト ー マ ツ

 

 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士 古  賀  光  雄

 
㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 西  元  浩  文

 
㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。
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